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市街地価格指数による「みなし取得費」 
売った「利益」に課税 
今月は不動産を売却した際の税⾦の
「取得費」について解説したいと思いま
す。不動産を売った時の税⾦は、売っ
た⾦額から当初買った⾦額と売却に
掛かった経費を差し引いて計算されま
す。この計算の結果マイナスだった場
合は損失として課税はないことになり
ます。 

この中で実務上ポイントとなるのは、
「当初買った⾦額」です。他のものは
ほぼ議論の余地なく確定されます。当
初買った⾦額を証明する書類を紛
失したときは概算取得費（売った⾦
額の 5％）を差し引いて良い、という
規定になっていますが、これが場合に
よっては実際に買った⾦額とかけ離れ
た⾦額となり税⾦が不当に⾼い場合
があるのです。では、買ったときの証憑
がないときにどのように主張できるので
しょうか。 

買った⾦額が不明のとき 
最近流⾏って（︖）いるのが土地の売
却価額に売却時と購入時の市街地価
格指数の割合を乗じて算出した⾦額
を取得費としてしまう方法です。この根
拠は、平成 12 年の裁決で認められた
ということなのですが、そもそもこの裁決
は不当に⾼い取得費を認めろという納
税者に対し税務署が譲歩して上記方
法により算出した取得費について、その
納税者がそれでも足りぬと審判所に持
ち込んだもので、審判所が納税者の主
張を退けたという内容です。そもそも裁
決は当初より不利になることはありませ
んのでこの方法が認められたのはある
意味当たり前です。さて、皆さんはこれ
を根拠に申告しますか…︖ 

今月のコメント 
最近の息子（3 歳）の困りごと。夜寝ると
きはまだおむつをはいているのですが、なぜ
かおしっこをした後濡れているから嫌だと夜
中におむつを脱ぎます。下半身丸出しの状
態で寝ていて 2 回目のおねしょをして完全
アウトです。ある時⾒ていると夜中に寝なが
らモゾモゾと脱ぎだし下半身丸出しになって
いました。 

息子よ、蒸れたおむつが嫌ならそもそもおね
しょをしないように頑張ろう… 
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